
金
滞
古
蹟
志
巻
十
五

地
に
小
橋
を
架
け
た
る
は
是
を
初
め
と
す
れ
ど
、
奮
藩
五
世
参
議
中

将
綱
紀
卿
の
時
、
寛
文
八
年
に
槙
畑
の
所
へ
橋
梁
を
架
け
ら
る
ぺ
き

と
の
事
に
て
、
既
に
遺
作
に
取
掛
り
け
る
慮
、
六
月
十
二
日
犀
川
洪

水
に
て
川
除
及
び
橋
脚
を
押
流
し
、
川
除
裁
許
時
目
忠
兵
衛
溺
死
す

ど
、
年
譜
及
び
菅
家
見
聞
集
等
に
載
せ
た
り
。
此
の
時
小
橋
を
架
け

ら
れ
た
り
し
か
E
、
洪
水
に
て
共
の
後
再
曲
第
訟
し
。
棲
畑
は
野
田
寺

町
の
後
地
に
て
、
今
の
小
橋
の
坂
上
た
れ
ば
、
寛
文
八
年
に
架
橋
の

血
中
あ
り
し
も
、
今
の
小
橋
の
地
た
る
事
い
ち
じ
る
し
。
さ
て
そ
の
後

は
此
所
に
私
設
の
渡
結
あ
り
て
、
是
を
般
場
と
稀
し
、
賃
渡
の
川
般

に
て
往
来
人
通
行
せ
し
を
、
明
治
駿
藩
の
後
私
設
の
仮
橋
を
架
け

て
、
渡
般
を
止
め
た
り
。
世
俗
一
文
橋
と
呼
べ
り
。
然
る
を
此
の
仮

橋
を
慶
し
、
初
め
て
橋
梁
を
架
け
た
り
け
り
。

。
留
守
居
足
軽
組
地

此
の
組
地
は
犀
川
小
橋
の
上
に
て
、
川
除
町
と
新
川
除
町
と
の
閑
た

る
邸
地
な
り
。
醤
藩
中
は
留
守
居
足
麗
の
組
地
に
て
、
今
も
共
の
子

孫
訟
ど
居
住
す
。
湯
洩
紙
腐
の
藩
閣
官
職
遁
考
に
て
考
ふ
れ
ば
、
享

保
九
年
の
頃
組
地
を
届
誌
に
定
め
ら
れ
し
と
聞
ゆ
。

。
留
守
居
組
来
歴

r
E
L
P
F
I
t
-
o
l
l
 

る
に
、
此
の
年
組
屋
敷
の
箇
所
の
事
食
議
の
儀
見
ゆ
れ
ば
、
必
宇
右

の
如
く
た
る
ペ
し
。
去
れ
ば
元
総
年
聞
に
頭
を
置
か
れ
し
か
ど
.
組

足
叡
は
漬
け
ら
れ
ざ
り
し
と
見
ゆ
。
制
場
格
帳
に
、
御
披
内
四
十
七

夕
所
の
内
十
一
・
ゲ
所
、
享
保
九
年
御
留
守
居
支
配
に
被
=
仰
付
一
方
足

騒
動
番
。
同
十
一
年
定
番
足
額
不
v
磁
右
物
頭
支
配
に
被
昌
仰
付
ブ
と
あ

り
。
是
昔
日
吉
闘
停
左
衛
門
支
配
定
番
足
軽
た
り
。
然
る
を
今
御
留

守
居
組
へ
加
へ
ら
れ
、
往
古
よ
り
の
定
番
足
極
は
罷
め
ら
れ
た
る
ぺ

し
。
右
年
間
以
前
に
御
留
守
居
足
騒
の
名
目
見
b
宇
。
然
も
今
右
足

騒
の
動
む
る
ロ
阿
古
へ
定
番
足
麓
よ
り
勤
め
た
る
品
々
見
b
た
り
。
営

時
定
番
足
駆
と
一
宮
ふ
は
、
本
名
定
番
附
同
心
た
り
。
若
し
く
ば
定
番

足
軽
に
雨
様
見
ゆ
る
故
に
、
共
の
競
を
分
け
た
る
鑓
め
た
る
欺
。

。
川
除
定
小
屋
跡

此
の
小
屋
は
、
醤
藩
中
は
犀
川
堤
防
の
作
事
小
屋
に

τ、
平
常
建
置

か
る
h

が
ゆ
ゑ
に
世
人
定
小
屋
と
綿
す
。
従
前
は
四
国
土
塀
に
し
て

門
戸
あ
り
。
何
れ
の
頃
創
立
せ
し
に
や
、
い
ま
だ
詳
か
友
ら
宇
。
延

貨
の
金
蝿
仲
間
に
、
此
の
越
の
堤
防
の
傍
に
川
除
番
人
と
記
就
す
。
是

印
ち
右
定
小
屋
・
な
る
ぺ
し
。
改
作
所
穫
記
K
.
元
総
十
三
年
九
月
川

除
定
御
小
屋
と
見
h
.
鑓
異
記
に
、
延
享
二
年
五
月
廿
八
日
亥
刻
才

金
調
陣
古
蹟
志
巻
十
五

松
雲
公
年
譜
に
云
ふ
。
元
総
十
年
四
月
廿
五
目
、
新
に
金
樺
御
留
守

居
二
人
被
且
仰
付
一
丹
M
m
七
郎
左
衛
門
・
持
仲
間
諮
酒
列
a
足
純
頭
之
上
一
興

力
二
人
・
足
額
三
人
・
小
者
三
人
附
昌
風
之
↓
と
あ
り
。
落
園
官
職
遜
考

に
云
ふ
。
金
津
御
留
守
居
呑
三
入
、
役
料
百
五
十
石
。
一
組
奥
カ
二

人
。
足
艶
廿
七
入
、
三
の
二
筒
、
三
の
一
弓
、
小
頭
三
入
、
外
手
替

足
軽
三
人
、
都
て
宛
行
十
八
俵
。
小
頭
三
十
俵
。
小
者
三
人
常
に
頭

へ
下
さ
る
。
元
総
十
年
四
月
初
め
て
被
昌
仰
付
一
丹
羽
川
七
郎
左
衛
門
正

成
・
津
田
遊
酒
脅
長
雨
入
た
り
。
賓
永
六
年
丹
羽
m
E廃
残
し
、
翌
七
年

七
月
闘
屋
市
右
衛
門
政
知
命
ぜ
ら
る
。
正
徳
元
年
五
月
更
に
津
田
踊

右
衛
門
正
良
命
ぜ
ら
れ
、
裁
に
於

τ三
人
と
成
る
。
同
三
年
津
田
喬

長
夜
し
、
享
保
八
年
津
間
正
良
も
渡
し
、
関
屋
政
知
一
人
と
成
b
y
、

翌
九
年
八
月
十
一
日
致
仕
被
v
命
、
郎
日
高
田
粥
右
衛
門
時
種
・
護
団

貞
右
衛
門
正
直
・
宮
川
久
右
衛
門
忠
文
命
ぜ
ら
れ
、
是
よ
り
三
人
と

定
め
ら
る
。
被
v
下
足
極
・
小
者
等
故
の
如
く
、
組
足
麓
一
組
三
十
入
、

内
小
頭
三
人
、
外
手
替
三
人
と
定
め
ら
れ
た
り
。
手
替
足
躍
は
頭
へ

下
さ
る
h
足
軽
た
り
。
按
や
る
に
、
此
の
時
始
め
て
組
足
磁
を
召
抱

え
ら
る
と
見
ゆ
。
然
れ
ば
昔
日
の
蛍
臓
と
品
逮
ひ
た
る
也
。
前
総
等

に
も
、
今
年
組
足
級
を
召
抱
え
ら
る
L

よ
し
い
へ
り
。
因
り
て
考
ふ

川
定
小
屋
の
盆
よ
り
野
岡
山
の
方
へ
光
物
あ
り
。
大
さ
三
・
四
聞
の

丸
に
九
尺
許
鏡
の
柄
の
如
く
に
見
ゆ
。
と
あ
り
。
右
定
小
屋
は
奮
務

中
は
川
除
普
諦
奉
行
の
出
張
所
に
て
、
陣
川
堤
防
の
事
は
此
の
小
屋

に
て
取
捌
き
け
り
。
故
に
平
常
堤
防
の
用
具
・
藤
錨
等
愛
に
て
用
意

設
し
置
き
、
若
し
出
水
の
時
は
是
よ
り
出
役
し
て
修
繕
せ
し
む
。
依

り
て
圏
内
に
竹
薮
多
く
付
け
置
き
た
り
。
按
守
る
に
、
川
除
普
請
方

の
事
、
寛
文
二
年
の
日
般
に
、
正
月
六
日
犀
川
棲
畠
向
ひ
川
除
崩
れ
、

家
な
ど
も
あ
ぶ
な
き
よ
し
、
皐
見
七
左
衛
門
罷
出
で
理
候
故
、
御
奉

.
行
奥
力
雨
入
申
渡
し
‘
町
奉
行
指
閲
次
第
御
普
請
仕
候
へ
と
、
奥
力

頭
ヘ
申
遁
候
。
割
場
へ
も
右
之
遇
申
渡
。
と
あ
り
て
.
共
の
以
前
は

奥
力
士
よ
り
臨
時
被
=
申
付
一
普
請
方
を
勤
め
た
る
か
。
又
同
伎
に
、

正
月
九
日
犀
川
・
滋
野
川
川
除
御
普
請
奉
行
定
役
に
い
た
し
、
切
々
・
打

廻
り
、
悪
所
候
は
ど
前
か
ど
よ
り
修
理
可
v
仕
皆
手
紙
を
被
=
鑑
下
一
奉

行
入
候
は
ど
寄
合
所
へ
可
v
断
皆
、
御
普
諦
奉
行
へ
被
a
申
渡
吋
と
あ

り
。
さ
れ
ば
寛
文
二
年
正
月
九
自
民
、
初
め
て
川
除
普
請
奉
行
と
て

定
役
に
成
り
た
り
し
事
知
ら
れ
け
り
。
藩
園
官
職
逝
考
に
、
定
検
地

奉
行
は
奥
カ
よ
り
も
勤
v
之
。
加
藤
叉
右
衛
門
は
前
回
大
膳
の
奥
カ
に

し
て
‘
微
妙
公
菟
後
定
検
地
郡
方
川
除
御
用
を
勘
む
と
あ
り
。
往
古




